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様式第 1号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 令和 4年度第 4回所沢市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時  令和 4年 11月 9日（水） 午後 1時 30分～2時 45分 

開 催 場 所  所沢市役所 低層棟 3階 全員協議会室 

出席者の氏名 （別紙委員出欠席表のとおり） 

欠席者の氏名 （別紙委員出欠席表のとおり） 

説明者の職・氏名  

報 告 事 項   

議 題 １．所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定について（答申）・公開 

２．国民健康保険税の賦課方式について・公開 

３．その他・公開 

会 議 資 料 資料 1 国民健康保険税の賦課方式 

資料 2 標準保険税率の算定方法 

資料 3 令和４年度県内市町村保険税率 

資料 4 国民健康保険税率等の推移 

資料 5 調定額（医療給付費分）の内訳の目安 

担当部課名等 健 康 推 進 部 長  瀬能 幸則   健康推進部次長  市川 勝也 

収 税 担 当 参 事  大野 義彦 

国民健康保険課長 新井 浩嚴  国民健康保険課主幹  石川 純也 

収 税 課 主 幹 斎藤 伸壽  収 税 課 主 幹 青木健太郎 

国民健康保険課主査  水口 文枝  国民健康保険課主査 敦賀 直幸 

国民健康保険課主査 高橋 大輔   国民健康保険課主査  粉川 亮介 

国民健康保険課主事  三上 采音 

 

健康推進部国民健康保険課 電話 2998-9131 
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発   言   者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

司 会 開会 

会       長 開会の挨拶 

司 会 所沢市国民健康保険に関する規則（以下、規則）第 4 条第 3 項に基

づき会議が成立している旨報告（委員 21 名中 16 名出席）。 

 

続きまして、お手元の資料のご確認をお願いします。 

・本日の席次表が 1 枚 

・運営協議会委員名簿が 1 枚 

・「令和４年度版 見てなっとく！さいたまの国保」が 1 部 

よろしいでしょうか。過不足がございましたらお申し出ください。 

 

それでは、次第に則って進めてまいりますが、これからの議事の進

行につきましては、規則第 4 条第 1 項によりまして会長にお願いした

いと存じます。 

本橋会長よろしくお願いいたします。 

議 長 

 

それでは議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

議事に入る前に、事務局から何か説明があればお願いします。 

司 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では議事に入ります前に、「所沢市の会議の公開に関する指針」に

基づきまして、本日の会議内容につきましては、所沢市国民健康保険

税賦課限度額の改定について（答申）、及び議題 1.国民健康保険税の

賦課方式について、議題 2．その他、全て公開とお知らせしておりま

す。ご了承いただきたいと存じます。 

 

また、傍聴者へ配付する資料につきましては、 

①傍聴人配布用の表紙「傍聴人の皆様へ」 

②本日の会議次第  

③資料 1～5 

の計 7 枚となります。 

 

なお、会議録の記録、確定につきましては、これまでと同様、会議 

録は要約方式とし、発言者の委員名については「委員」とだけ記載い

たします。 

また、会議録の確定につきましては、会長にご承認いただき署名確
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司 会 定する方式でよろしいでしょうか。ご審議をお願いいたします。 

議 長 それでは、ただいま会議の公開等について事務局より説明がありま

したが、いかがでしょうか。 

説明のとおりでよろしいでしょうか。 

委 員 異議なし。 

議 長 

 

「異議なし」の声がありましたので、そのように決定させていただ

きます。 

それでは、議題に入ります前に、傍聴人の確認をとらせていただき

ます。 

事務局、本日傍聴の方はいらっしゃいますか。 

  

〔傍聴人なし〕 

 

それでは、次第に従いまして進行してまいります。 

答申「所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定について」ですが、

前回の審議会の最後で述べましたとおり、私 議長と職務代理と事務局

で、皆様のご意見等を踏まえた答申案を作成しておりますので、内容

をご確認していただくこととなります。 

それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、事務局よりご説明いたします。ただいま会長からお話し

のありましたとおり、答申案を作成しております。これより答申案を

お配りいたします。 

 

〔答申案を配布〕 

 

お手元に行き渡りましたでしょうか。 

それでは、お手元の答申案をご覧ください。答申案を読み上げさせ

ていただきます。 

  

 所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定について（答申） 

 

 令和 4 年 8 月 24 日付け所国第 196 号で諮問された「所沢市国民健康

保険税賦課限度額の改定について」は、各種資料等を参考に慎重に審

議を重ねた結果、下記のとおり結論に達したので、ここに答申します。 

記 

 令和 5年度国民健康保険税の医療給付費分賦課限度額を 63万円から

65 万円に、後期高齢者支援金等分賦課限度額を 19 万円から 20 万円に

引き上げる。 
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事 務 局 なお、施行日は令和 5 年 4 月 1 日とする。 

 

付帯意見 

引き続き、適切な収納対策による税収の確保を進め、レセプト点検

の強化や保健事業の推進による健康寿命の延伸を図ることで医療費を

抑制し、健全な財政運営に努めていただきたい。 

 

 以上でございます。 

議 長 

 

事務局から配布がありました答申案の内容について、委員の皆様よ

りご意見・ご質問などはありますか。 

 

〔意見・質問なし〕 

 

ご意見等がないようであれば、確認をさせていただきます。 

答申書案のとおり答申書を作成し、市長へ答申することとなります

が、よろしいでしょうか。  

委 員 異議なし。 

議 長 

 

「異議なし」の声がありましたので、そのように決定させていただ

きます。 

事 務 局 それでは、答申書作成のため、会長と職務代理は中座いたします。

委員の皆様におかれましては、しばらくお待ちください。 

 〔答申書作成〕 

議 長 

 

会議を再開いたします。ここで、答申に関して事務局より説明があ

ります。 

事 務 局 先ほど答申書の作成は完了いたしましたが、市長が別件対応中のた

め会場への到着が遅れるとのことでした。 

そのため、先に議題のご説明をさせていただき、市長が到着し次第、

答申を行うということでご了解いただきたいと思います。 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたとおり、市長が別件対応中と

いうことですので、先に議題 1. 国民健康保険税の賦課方式について、

事務局より説明をお願いいたします。 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

それでは、議題 1. 国民健康保険税の賦課方式についてご説明いたし

ます。 

今回の議題になっております、賦課方式を現行の４方式から２方式

に変更するということにつきましては、昨年度も触れさせていただき

ました。今後、運営協議会に諮問させていただき、議論をお願いする

ことになりますので、具体的な議案とする前に改めて保険税の水準の

統一化と２方式化について、ご説明させていただきます。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1 をご覧ください。埼玉県では「埼玉県国民健康保険運営方針」

を策定し、平成 30 年度から市町村とともに国民健康保険の運営を行っ

ています。国民健康保険制度は、日本の国民皆保険制度の基盤となる

仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」・「所得水準が低く

保険税の負担が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造

的な課題を抱えていました。 

こうしたことから、制度を安定な運営ができるよう、平成 30 年 4 月

から都道府県も市町村ともに国民健康保険制度を担うこととなり、安

定的な財政運営や効率的な事業運営を目指すことになりました。都道

府県は、市町村との協議に基づき、都道府県内の統一的な運営方針と

しての国民健康保険運営方針を定め、市町村が担う事務の効率化・標

準化・広域化を進めるものとなっています。 

令和 3 年度から令和 5 年度を対象とする、第２期の県の国保運営方

針では、市町村の保険税水準の統一を目指し、段階的にその取り組み

を進めることとされ、令和 9 年度までに県内全ての市町村で国民健康

保険税の賦課について、保険税水準の統一化を目指すこととされてい

ます。保険税水準の統一化は、同じ世帯構成・所得であれば同じ保険

税となることを定義としていますので、賦課方式の変更が必要となり

ます。 

県の保険税水準の統一化、２方式化することの目的等ですが、一つ

目に、保険税水準を統一化するということは、広域化のもとで、県内

の国保財政の給付と負担の「見える化」、つまり、住民負担の市町村間

の比較をすることができるようになるとしています。 

広域化以降、県内で保険税負担を公平に支え合うために、県が市町

村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金の額を決定

し、保険給付に必要な費用を保険給付費等交付金として市町村に対し

て支払っています。これにより、市町村の財政が広域化前と比べ大き

く安定していることは、決算の報告からも分かるとおりですが、県が

給付と負担の総合的なマネジメントを行い、国保事業を安定的に進め

ていくうえで、統一化は極めて重要であるとしています。 

二つ目は、保険税水準の統一化は、給付についても、どこでも、誰

もが等しく利益を享受できることにつながり、保健医療体制の整備の

観点からも地域に公平かつ持続可能な好ましい影響をもたらすとして

います。 

三つ目、２方式化についてですが、現在は市町村ごとに賦課方式・

税率等が条例により定められ異なった負担となっています。保険税水

準の統一化に向け全ての市町村で２方式化（医療給付費分）を目指す

こととしています。 

四つ目、現行の賦課方式にも組み込まれていますが、資産割につい
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ては、保有する固定資産をベースにした保険税負担能力として賦課さ

れていますが、固定資産税を賦課された上に国保税も賦課されている

ということで、二重に課税されているように捉えられます。 

また、固定資産の賦課対象は市内の資産のみとなっており、他市町

村に保有するものは反映されないといった不平等が生じています。 

平等割については、世帯単位での要素として賦課されているもので

すが、近年では世帯の構成も大きく変わって、単身世帯が増加してい

る状況にあります。このため、平等割を分けて賦課する意味が薄れて

いる状況があります。 

なお、後期高齢者支援金等分・介護納付金分については、すでに資

産割・平等割を除いた２方式を採用しており、資産割・平等割は採用

しないとしています。 

県の方進に対する本市の方向性についてですが、本市といたしまし

ても、財政運営の主体である県の国民健康保険運営方針に従い、保険

税水準の統一化を目指すことといたします。 

しかしながら、現行の保険税率と、標準的な水準を表す標準保険税

率に乖離があるため、バランスを考慮して適正な税率設定や激変緩和

等の措置を検討したいと考えております。 

賦課方式と賦課割合について、広域化以前と後での比較となります

が、広域化前の国民健康保険税の課税は、地方税法の定めにより、応

能割（所得割・資産割）と、応益割（均等割・平等割）により構成さ

れ、表のとおり、２～４方式のうち、市町村が実情に応じて選択する

こととされていました。平成 29 年度時点では、63 市町村中、４方式

が 43 市町村、２方式は 20 市町でした。 

応能・応益の割合について、平成 29 年度までは、地方税法において

標準割合は 50：50 と規定されていましたが、市町村の実情に応じて適

宜変更することが可能となっておりました。 

広域化後は、都道府県が国民健康保険における財政運営の責任主体

となると、地方税法から応能・応益の割合に関する規定がなくなり、

都道府県が各市町村に標準的な賦課方式及び標準保険税率を示すこと

となりました。埼玉県では、賦課方式については、２方式とすること

が「埼玉県国民健康保険運営方針」により示されております。資料 2

に運営方針の抜粋がございます。そこでは、令和 9 年度には県内全て

の市町村で２方式となることを目指すとされています。 

続きまして、資料 3 をご覧ください。こちらは、令和 4 年度の県内

の賦課の状況になります。 

県内 63 市町村のうち、２方式は 42 市町村、４方式は本市を含む 20

市町、３方式が 1 町となっており、県内の３分の２が２方式となって

います。 
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資料 1 に戻りまして、応能・応益の割合については、都道府県別の

所得水準に応じて「標準保険税率」として示され、市町村は標準保険

税率を参考に保険税率を定めることとなっています。全国平均と同じ

所得水準である場合には、応能・応益の割合が 50：50 となるように設

定されますが、埼玉県における応能・応益の割合は、標準保険税率で

は 52：48 となっています。標準保険税率及び本市の現行税率は表の通

りです。後ほどご説明します資料にも出てきますが、所沢市の現行の

割合は、69：31 ほどで、応能割の比重が大きくなっています。 

つづきまして資料 4 ですが、所沢市の国保税の税率変更の推移とな

っております。 

近年では、令和元年度から令和 3 年度が毎年法定限度額に合わせ限

度額の引き上げが行われておりますが、応能応益割合に直接影響する

ような改正は平成 30 年度となっており、医療給付費分については資産

割の税率、平等割の金額が変更されています。 

なお、令和 3 年度に基礎控除額が変更になっておりますが、税制改

正による個人所得税の見直しに伴うものとなっておりますので、これ

については、運営協議会にはお諮りせず、変更となっているものでご

ざいます。 

資料 1 をもう一度ご覧ください。２方式へ移行することでの影響に

ついてですが、賦課の算定にあたっては大きく簡略化されることにな

り、事務の簡素化にもつながりますが、これまで賦課されていた資産

割・平等割の相当額を所得割・均等割で確保する必要がありますので、

多くの被保険者へ影響が及ぶこととなります。 

資産割が課税額の多くを占めていた被保険者は減額となる一方で、

所得割中心の方では急激な保険税の増額となる場合も予想されます。 

また、世帯員の多い世帯では、均等割の増額が考えられるため、現

行の割合との負担のバランスを考慮しながら、適正な税率設定や激変

緩和等の措置を検討する必要があります。 

資料 5 は、２方式化へ移行を予定している、医療給付費分の調定額

の所得割等の割合になります。調定額というのは、予定された収入金

額と解釈いただければと思います。数字は今年度 7 月の当初課税分で、

実際とは課税年度等が異なりますので、目安とお考え下さい。調定額

が約 52 億円となっていますが、このうち約 10 億円が資産割と平等割

の分になります。 

２方式化した場合、所得割と均等割でこの分を確保することになり

ます。資料 5 のグラフは応能応益割合に変更をせずに２方式化への移

行イメージになります。賦課方式の変更のみですので、調定額の金額

の増減はございません。 

今後、具体的な議論をする際は、被保険者数や医療費の増減など要
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事 務 局 因による調定額の見込みや、現行の保険税率と標準保険税率の乖離を

考慮しながら、具体的な税率を検討していくことになります。 

 

資料 5 までご説明したところですが、市長が到着したそうですので、

一旦ご説明を中断させていただきまして、答申へ移りたいと思います。 

 〔市長入室〕 

司 会 議事の途中でございますが、市長がお見えになりました。 

ここで、運営協議会を代表いたしまして、会長から市長へ答申をお

願いいたします。 

議 長 

( 会  長 ) 

 

〔答申書朗読、提出〕 

司 会 それでは、ここで市長よりご挨拶を申し上げます。 

お願いいたします。 

市 長 市長挨拶 

司 会 ありがとうございました。市長はこの後、別の公務が控えており、

ここで退席となりますので、ご容赦ください。 

では、引き続き議事の進行を会長にお願いいたします。 

議 長 それでは、中断しておりました議題 1 についての説明を、引き続き

お願いいたします。 

事 務 局 それでは、資料 1 の 4 ページをご覧ください。先ほど、市長の話に

もありましたが、県の方針に従いまして２方式化を進めていこうと考

えているところでございます。 

現在、想定しておりますスケジュールですが、令和 9 年度までに２

方式化を完了させるということと、急激な保険税の増額となってしま

うケースが予想されますので、激変緩和の措置を盛り込み、余裕を持

ったスケジュールを組むといったことを考慮する必要がございます。  

今年度については、あらかじめ２方式化についてご理解いただく必

要がございますので、今回も含めてご説明をさせていただき、令和 5

年度以降に諮問、審議、答申を経て、改正の前年の 12 月議会へ激変緩

和の措置のための段階的な税率改正を想定した条例改正案を提出し、

可能であれば、期限よりも 1 年早く、令和 8 年度に２方式化を完了さ

せることを現在考えております。資料の説明は以上となります 

議 長 

 

 

 

 

答申の後、市長から２方式化についてのお話があり、事務局からは

資料に沿っての説明がございました。 

実際に２方式化するにあたっては、税率の改正も必要でしょうし、

改正によって大きな影響を受ける方々への措置も考慮しながら議論し

ていきたいと考えます。 
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議 長 それでは、委員の皆様からご質問やご意見、ございましたらお願い

いたします。 

委 員 ２方式化については必要なことと思っておりますし、所沢市の２方

式化に向けてのスケジュールなどお示しいただきましたが、資料 5 に

ついて教えてください。 

資料では、改正後の２方式のところで、所得割が約 69％で均等割が

約 31％となっていますが、これは所沢市が令和 8 年度に２方式にした

場合の比率と理解すればよいのでしょうか。 

事 務 局 資料 5 のグラフは、調定額を変えず、現行の応能応益割合である 69：

31 の状態のまま移行した場合のイメージとなっております。 

埼玉県が示す標準保険税率では、応能応益割合は 52：48 となってお

りますので、その割合に近づくように移行するとなりますと、所得割

額に相当する部分は現在よりも少なくなりますが、均等割に相当する

部分は大きくなります。均等割は世帯全体に関わるものですので、低

所得者層に大きな影響が出ることになります。 

実際に２方式に移行する際には、その辺りのバランスを考えながら

行っていきたいと考えております。 

委 員 所得割と均等割の比率が、一旦は 69：31 になるということですよね。 

事 務 局 現行の状態を基準とすればそのようになりますが、埼玉県が示す応

能応益割合に近づくような値を、低所得者層への配慮を考慮しながら

検討していこうと考えております。 

委 員 仮に、応能応益割合が現在の状態のまま移行した場合、応能割の部

分で所得割が増えることによって影響が出る人がいる、また、応益割

の部分で均等割が増えることによって影響が出る人もいる、なので激

変緩和のための方策を考える、ということでよろしいのですか。 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例として、所得がなく資産割だけで賦課限度額に達してしまう世帯

については資産割がなくなることによって応能割部分が減額となりま

すが、現在の資産割の調定額約 3 億 3,000 万円を所得割に上乗せする

となれば、現行の税率よりも高い税率を設定することになりますので、

所得のある世帯については所得割がその分増えるということになりま

す。 

また、応能割部分も同様に、現在の平等割の調定額約 7 億円を均等

割に上乗せするとなれば、単身世帯については減額されることになり

ますが、２人以上の世帯については増額となってきます。 

このように、かなりの方が増額となることが考えられますので、急

激な負担増とならないよう激変緩和措置を設けることを考えておりま

す。 

具体的にお示しできるものは現在ありませんが、例えば、資産割を

段階的に減らしていくなど、数回に分けて実施していくことを考えて
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事 務 局 おります。 

委 員 わかりました。今後、２年半の間で色々な議論をしながら、比率を

変更し、その中で激変緩和も考えていくということですね。 

事 務 局  議論をいただきながら、激変緩和も考慮しつつ、できれば令和 8 年

度までに２方式化することができれば、と考えております。 

議 長 他に、ご質問やご意見はいかがでしょうか。 

委 員 議論をするにあたって、どれぐらい税率が変わるのかが分からない

と考えにくいと思います。応能応益割合が現行の 69：31 と仮定して、

資料を基に計算しますと、所得割の税率が 12.46％、均等割については

資料 3 を参考にすれば 52,300 円となると思います。このようなイメー

ジでよろしいでしょうか。 

事 務 局 今回お示しした資料につきましては、調定額を変えずに移行したと

仮定した場合の数字となっておりますので、今後お示しする予定の数

字とはかなり違ってくる見込みです。 

委 員 今の数字は医療費分だけを計算したものだと思います。医療費分だ

けではなく、後期高齢者支援分と介護保険分も含めて考えるとどうな

るのでしょうか。審議するのは医療費分についてだけ、ということで

よろしいのですか。 

事 務 局 今回、対象となるのは医療費分のみです。後期高齢者支援分と介護

保険分についてはすでに２方式での課税になっており、定期的に改定

され、金額の見直しが行われております。それぞれの標準とされる金

額と現在の税額とは乖離がありますので、併せて議論していただくこ

とにはなりますが、医療費分の２方式化とは分けて考えていただけれ

ばと思います。 

委 員 確認ですが、今回、２方式にするのは医療費分のみで、後期高齢者

支援分と介護保険分についてはすでに２方式になっているので変更な

し、ということですね。 

もう一つ質問です。仮に所得割の税率が 8％となったとしますと、資

料 3 に示されている中で、かなり高い部類になると思うのですが、そ

の辺りはどうお考えですか。 

事 務 局 埼玉県に納付する納付金に見合うだけの調定額となるよう、また、

大きな影響が出ることが予想される低所得者層への配慮もしながら税

率を検討し、ご提案させていただければと考えております。 

議 長 他に、ご質問やご意見はありますか。 

委 員 

 

 

 

保険点数が、県内でどこの病院を受診しても同じ治療内容であれば

変わらないのと同じように、保険税だけでなく、それ以外の部分につ

いても埼玉県全体で統一するという考え方にはならないのでしょう

か。あくまでも各市町村の個別運営が基本になっているから、それぞ
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委 員 れで税率や給付についても異なるということになるのでしょうか。 

事 務 局 平成 30 年度の広域化以降、給付内容につきましても、県の方で完全

統一を目指しております。保険税や給付について、県内どこでも同じ、

同じ負担というのが完全統一なのですが、準統一ということで、まず

保険税の賦課方式の統一が議論されているところです。 

議 長 他に、いかがでしょうか。 

委 員 同じような規模の川越市が先行して２方式にしているようですが、

いつごろから２方式になったのか、分かる範囲で教えていただけます

か。 

事 務 局 過去の資料を調べましたところ、平成 13 年度当時、４方式を採用し

ていたのが 93 市町村のうち 89 市町村、２方式は 4 市のみでした。こ

の 4 市の中に川越市が含まれております。 

川越市は早い段階から２方式を採用していたのですが、これは資産

割に対する考え方、先ほどご説明しましたように、賦課対象が市内の

資産のみに限られるということや固定資産税を賦課された上に国保税

も賦課されるという、二重課税のように捉えられることが大きく影響

していたのではないかと考えられます。 

また、東京都の 23 区につきましても、２方式を採用して保険料を算

定しているところが多いようです。 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他に、ご質問やご意見はありますか。 

 

〔意見・質問なし〕 

 

 ４方式を２方式に変更するのは、なかなか難しい問題ですから、ま

だまだ勉強しなければならないこともございますので、この件に関し

ては、本日はここで終了とさせていただきたいと思います。 

 次回の運営協議会において、４方式から２方式に変更するにあたっ

ての具体的な数字等を、激変緩和措置も含めて事務局に示していただ

いたうえでご説明いただければ、より分かりやすくなるのではないか

と思います。事務局、いかがでしょうか。 

 

〔事務局了承〕 

 

 それでは、議題 1．国民健康保険税の賦課方式については次回以降の

継続案件とし、本日は、以上をもって終了といたします。 

続きまして、次の議題に移る前に、先ほどの答申書の写しを委員の

皆様へお配りいたします。 
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議 長 〔答申書配布〕 

 

それでは、議事を進行いたします。 

続きまして、議題 2．その他でございますが、事務局から何かござい

ましたらお願いします。 

事 務 局 先ほど、市長からもお話のありましたとおり、本日の答申を尊重さ

せていただきまして、令和 4 年 12 月定例会に国民健康保険税賦課限度

額の改定議案として提出させていただきます。 

議案の写し、議案資料、及び議会スケジュールにつきましては、準

備が整い次第、委員の皆様に郵送させていただきます。 

また、次回第 5 回の協議会を、令和 5 年 2 月に予定しております。 

日程については、決まり次第、通知にてご連絡いたします。 

以上になります。 

議 長 

 

それでは、折角の機会ですから、委員の皆様からご質問やご意見、

何でも結構ですので、ございましたらお願いいたします。 

 

〔質問・意見なし〕 

 

それでは本日の議事については、これで終了とさせていただきます。 

以上で会議はすべて終了いたしましたので、議長の職を解かせてい

ただきます。 

ご協力ありがとうございました。 

司 会 本橋会長におかれましては、長時間に渡り議長をお務めいただきま

してありがとうございました。 

最後に、閉会のことばを赤坂職務代理よりお願いいたします。 

職 務 代 理     閉会の挨拶 

司 会 それでは以上をもちまして、国民健康保険運営協議会を終了とさせ

ていただきます。 

皆様お疲れ様でした。 
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